


 

 

  

 (1) 火葬の利用  どなたでも利用できます。 

下記の利用手順に従い利用してください。 

                

  (2) 儀式の利用  亡くなられたかた又は葬儀等を主宰するかたで三郷市の住民基本台帳 

に記録されているかたが利用できます。 

  安置室の利用も同様です。 

儀式のみの利用はできません。(火葬とともに利用) 

 

下記の利用手順に従い利用してください。 

◇ 三郷市斎場を利用(火葬・儀式)されるかたは、三郷市斎場予約シ

ステム(利用は事前に利用登録が必要)により予約をするか、又は、

三郷市役所市民課もしくは三郷市斎場まで、電話又は直接お越し

いただき、施設利用の予約（利用日時、死亡者の住所・氏名、申

請者の住所・氏名）をしてください。 

■三郷市役所市民課 048(930)7700 

  ■三郷市斎場    048(952)5885 

◇ 死亡届出市区町村役場で、埋火葬許可証を受領してください。 

                死亡届は、死亡地、亡くなられたかたの本籍地、届出人の所在地

の市区町村役場で受け付けます。 

◇ 三郷市役所市民課又は三郷市斎場で、斎場利用許可の申請を、使

用料を納付してください。斎場利用許可証が交付されます。 

       【申請時の持ち物】埋火葬許可証、印鑑(朱肉を使用するもの)、使用料 

◇ 斎場に埋火葬許可証と斎場利用許可証、その他必要書類(斎場利用

許可証交付時に案内された場合)を提出してください。 

 

 

※日曜窓口の開庁日は変更になることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 霊柩車の利用について 
・三郷市では取り扱っておりません。 

平   日 / 第２・４・５日曜日 

三郷市での死亡届出の時間 と 受付場所 埋火葬許可、斎場利用申請・許可 

8:45～16:30 市 民 課 市 民 課 

0:00～ 8:45 警 備 室 手続きについては、お問い合わせ

ください 16:30～24:00 警 備 室 

土    曜 /  第１・３日曜日 ・ 祝 日 

三郷市での死亡届出の時間 と 受付場所 埋火葬許可、斎場利用申請・許可 

0:00～24:00 警 備 室 
手続きについては、お問い合わせ

ください 
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斎場の利用 

受付窓口・時間 

《予  約》 

《利 用》 

火葬・儀式 

 
予約システム
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《手 続 き》 
 
利用許可の申請 

利用日前日の 
正午まで 

利用日前日の 
午後 7 時まで 

システム予約は 














